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報告第１０号

健全化判断比率について

令和３年度決算に基づく健全化判断比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定に

より、監査委員の意見を付して、議会に報告する。

令和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

実質赤字比率 －％

連結実質赤字比率 －％

実質公債費比率 １３．７％

将来負担比率 ７１．３％
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令和 3年度

地方財政状況調査及び財政健全化判断比率

に係る報告書

琴 浦 町
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1

第１ 地方財政状況調査

１．調査の概要
地方自治法第 252 条の 17の 5 に基づき普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するた

め、全国統一基準により各年度の決算に関する調査表を作成するもの。

２．対象となる会計
普通会計（一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計）
※純計決算額を調査するため、各会計間の重複するものを控除

３．調査結果
普通会計の歳出総額は、過去最大の歳出決算であった前年度より 10 億 8,932 万 3 千円の減

額となった。これは、新型コロナウイルス感染症対策として前年度実施した特別定額給付金事
業の皆減によるもので、歳入総額も過去最大の歳入決算であった前年度より 8億 9,091 万 1 千
円の減額となった。

基金残高は、当初予算及び災害復旧事業等に係る補正予算編成による基金取崩を行う中、前
年度決算による繰越金のほか算定方法が改正されたことにより増額交付された普通交付税等を
財源とした基金積立を行うことで、前年度末残高より 1億 4,494 万 6 千円増加した。

地方債残高は、定期償還に加え、地方債発行額を地方債元金償還額以下とするとともに前年
度決算による繰越金等を財源とした繰上償還(1 億 849 万 7千円)を行うことにより 9億 8,751
万 4千円の減少した。

（１）決算規模、決算収支等の一覧
（単位：千円）

区　　　分 歳入総額 歳出総額 形式収支 翌年度への繰 実質収支 単年度収支

（Ａ）　 （Ｂ）　 （Ｃ）　 越財源　　（Ｄ） (C-D)　　（Ｅ） (E-E')　　（Ｆ）

（Ｅ’）　

401,515

増減 △ 890,911 △ 1,089,323 198,412 143,130 55,282 51,763

令和３年度 12,539,569 11,891,321 648,248 191,451 456,797 55,282

令和２年度 13,430,480 12,980,644 449,836 48,321 3,519

区　　　分 積立金 繰上償還金 積立金取崩額 実質単年度収支

（Ｇ）　 （Ｈ）　 （Ｉ）　 (F+G+H-I)

増減 146,328 △ 189,291 32,800 △ 24,000 △2.5％

経常収支比率

令和３年度 612,094 108,497 460,800 315,073 89.1%

令和２年度 465,766 297,788 428,000 339,073 91.6%
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（２）基金、起債残高の状況
ア 基金残高

（単位：千円）

イ 地方債残高

（単位：千円）

区　分 令和３年度末残高 令和２年度末残高 増　減

①財政調整基金 1,037,318 886,024 151,294

②減債基金 179,936 287,314 △ 107,378

③その他特定目的基金 2,113,088 2,012,508 100,580

計 3,330,342 3,185,846 144,496

※定額運用基金(土地開発基金)を除く

区　分 令和３年度末残高 令和２年度末残高 増　減
地方債残高 10,507,209 11,494,723 △ 987,514
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（３）歳入決算の状況
歳入決算額は、前年度に対し、△890,911 千円（△6.6%）となった。

≪歳入の状況≫ （単位：千円、％）

〇地方税 1,700,469 千円(＋2,527 千円、＋0.1％)
・町民税（法人） 95,175 千円（＋19,045 千円、＋25.0％）法人の業績によるもの
・固定資産税 863,198 千円（△19,291 千円、△2.2％）感染症の影響による減免によるもの
・たばこ税 98,189 千円（＋4,744 千円、＋5.1％）令和 3年 10 月からの税率変更によるもの

〇地方消費税交付金 396,751 千円(＋29,370 千円、＋8.0％)
〇地方特例交付金 43,061 千円（＋30,797 千円、＋251.1％）
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策地方税減収補填交付金 ＋31,818 千円（皆増）

〇地方交付税 4,633,442 千円(＋256,569 千円、＋5.9％)
・普通交付税 4,358,428 千円(＋243,976 千円、＋5.9％)

地域デジタル推進費の創設 ＋48,268 千円（皆増）
臨時経済対策費の創設（単年度）＋84,420 千円（皆増）
臨時財政対策債償還基金の創設（単年度）＋72,965 千円（皆増）

〇国庫支出金 1,999,071 千円(△1,327,137 千円、△39.9％)
・特別定額給付金補助金 △1,718,400 千円(皆減)
・子育て世帯等特別支援事業費補助金 ＋250,841 千円（皆増)
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金 277,824 千円（△114,837 千円、△29.2％)

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
1 地方税 1,700,469 13.6 1,697,942 12.6 2,527 0.1
2 地方譲与税 111,065 0.9 109,377 0.8 1,688 1.5
3 利子割交付金 1,527 0.0 1,817 0.0 △ 290 △ 16.0
4 配当割交付金 9,209 0.1 5,919 0.0 3,290 55.6
5 株式等譲渡所得割交付金 9,598 0.1 6,522 0.0 3,076 47.2
6 地方消費税交付金 396,751 3.2 367,381 2.7 29,370 8.0
7 ゴルフ場利用税交付金 2,324 0.0 2,064 0.0 260 12.6

8 8,478 0.1 7,955 0.1 523 6.6

9 法人事業税交付金 21,105 0.2 9,343 0.1 11,762 -
10 地方特例交付金 43,061 0.3 12,264 0.1 30,797 251.1
11 地方交付税 4,633,442 37.0 4,376,873 32.6 256,569 5.9
12 交通安全対策特別交付金 1,439 0.0 1,468 0.0 △ 29 △ 2.0
13 分担金及び負担金 62,132 0.5 77,224 0.6 △ 15,092 △ 19.5
14 使用料 163,243 1.3 155,511 1.2 7,732 5.0
15 手数料 26,062 0.2 25,611 0.2 451 1.8
16 国庫支出金 1,999,071 15.9 3,326,208 24.8 △ 1,327,137 △ 39.9
17 都道府県支出金 957,391 7.6 975,402 7.3 △ 18,011 △ 1.8
18 財産収入 17,477 0.1 28,166 0.2 △ 10,689 △ 38.0
19 寄附金 361,297 2.9 336,093 2.5 25,204 7.5
20 繰入金 888,245 7.1 811,789 6.0 76,456 9.4
21 繰越金 449,836 3.6 502,164 3.7 △ 52,328 △ 10.4
22 諸収入 173,817 1.4 102,365 0.8 71,452 69.8
23 地方債 502,530 4.0 491,022 3.7 11,508 2.3

うち臨時財政対策債 193,330 1.5 217,909 1.6 △ 24,579 △ 11.3

12,539,569 100.0 13,430,480 100.0 △ 890,911 △ 6.6

令和３年度 令和２年度 比　較

自動車税環境性能割交付金
（自動車取得税交付金含む）

合計

区　分
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〇都道府県支出金 957,391 千円（△18,011 千円、△1.8％）
・災害関連補助金[国庫財源を伴うものを含む] 47,897 千円(△31,371 千円、△39.6％)

〇寄附金 361,297 千円(＋25,204 千円、＋7.5％)
・ふるさと納税寄附金（個人） 356,320 千円(＋28,829 千円、＋8.8％)
・ふるさと納税寄附金（クラウドファンディング）＋2,691 千円（皆増）

〇繰入金 888,245 千円(＋76,456 千円、＋9.4％)
・財政調整基金 460,800 千円(＋32,800 千円、＋7.7％)
・減債基金 ＋10,800 千円（皆増）

〇地方債 502,530 千円(＋11,508 千円、＋2.3％)
・一般補助施設整備等事業債 122,600 千円(＋116,200 千円、＋1,816％)

特別史跡斎尾廃寺跡指定地買上事業 14,300 千円（＋13,800 千円、＋2,760％）
道の駅琴の浦改修事業 ＋109,500 千円（皆増）

・過疎対策事業債 ＋77,600 千円（皆増）
ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業 ＋18,700 千円（皆増）
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（４）歳出決算の状況
歳出決算額は、前年度に対し、△1,089,323 千円（△8.4%）となった。

ア 目的別 （単位：千円、％）

イ 性質別 （単位：千円、％）

【目的別の増減内容】
〇総務費 2,403,085 千円(△1,454,290 千円、△37.7%)
・特別定額給付金 △1,718,400 千円(皆減)
・衆議院議員総選挙 ＋13,069 千円(皆増)
・町長、町議会議員選挙 ＋17,065 千円（皆増）

〇民生費 3,634,930 千円（＋483,629 千円、＋15.3％）
・子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 ＋248,387 千円（皆増）
・非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 ＋155,081 千円（皆増）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
1 議会費 92,180 0.8 97,305 0.7 △ 5,125 △ 5.3
2 総務費 2,403,085 20.2 3,857,375 29.7 △ 1,454,290 △ 37.7
3 民生費 3,634,930 30.6 3,151,301 24.3 483,629 15.3
4 衛生費 558,812 4.7 476,415 3.7 82,397 17.3
5 農林水産業費 850,654 7.2 895,330 6.9 △ 44,676 △ 5.0
6 商工費 463,184 3.9 444,174 3.4 19,010 4.3
7 土木費 803,884 6.8 845,752 6.5 △ 41,868 △ 5.0
8 消防費 279,611 2.4 332,760 2.6 △ 53,149 △ 16.0
9 教育費 960,060 8.1 890,440 6.9 69,620 7.8

10 災害復旧費 282,228 2.4 171,708 1.3 110,520 64.4
11 公債費 1,562,693 13.1 1,818,084 14.0 △ 255,391 △ 14.0

11,891,321 100.0 12,980,644 100.0 △ 1,089,323 △ 8.4

令和３年度 令和２年度 比　較

歳出合計

区　分

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
1 人件費（a) 1,926,983 16.2 1,931,711 14.9 △ 4,728 △ 0.2
2 物件費 1,567,107 13.2 1,573,570 12.1 △ 6,463 △ 0.4
3 維持補修費 145,153 1.2 126,826 1.0 18,327 14.5
4 扶助費 2,044,413 17.2 1,578,974 12.2 465,439 29.5
5 補助費等 1,280,953 10.8 3,032,672 23.4 △ 1,751,719 △ 57.8
6 公債費 1,562,675 13.1 1,818,084 14.0 △ 255,409 △ 14.0

(1)元利償還金 1,562,675 13.1 1,818,084 14.0 △ 255,409 △ 14.0
(2)一時借入金利子 0 0.0 0 0.0 0 －

7 積立金 1,014,007 8.5 874,611 6.7 139,396 15.9
8 投資及び出資金・貸付金 11,125 0.1 11,781 0.1 △ 656 △ 5.6
9 繰出金 1,299,079 10.9 1,323,384 10.2 △ 24,305 △ 1.8

10 前年度繰上充用金 0 0.0 0 0.0 0 －
11 投資的経費 1,039,826 8.7 709,031 5.5 330,795 46.7

うち人件費（ｂ） 22,787 0.2 12,978 0.1 9,809 75.6
(1)普通建設事業費 757,604 6.4 537,323 4.1 220,281 41.0

うち単独事業費 189,351 1.6 172,118 1.3 17,233 10.0
(2)災害復旧事業費 282,222 2.4 171,708 1.3 110,514 64.4

歳出合計 11,891,321 100.0 12,980,644 100.0 △ 1,089,323 △ 8.4

うち人件費(a)+(b) 1,949,770 16.4 1,944,689 15.0 5,081 0.3
うち職員給 1,011,923 8.5 1,014,735 7.8 △ 2,812 △ 0.3

義務的経費（1+4+6） 5,534,071 46.5 5,328,769 41.1 205,302 3.9

令和３年度 令和２年度 比較
区　分
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〇衛生費 558,812 千円(＋82,397 千円、+17.3%)
・ふるさと広域連合負担金[ごみ処理費] 93,439 千円(＋3,194 千円、＋3.5%)
・新型コロナウイルスワクチン接種事業 102,528 千円(＋99,998 千円、3,952％)

〇商工費 463,184 千円(＋19,010 千円、＋4.3%)
・道の駅琴の浦観光拠点化事業 ＋225,764 千円(皆増)
〇災害復旧費 282,228 千円(＋110,520 千円、＋64.4%)
・農林水産施設 206,897 千円(＋86,146 千円、＋71.3％)
・公共土木施設 75,331 千円(＋24,374 千円、＋47.8％)

〇公債費 1,562,675 千円(△255,391 千円、△14.0%)
・元金償還(定期) 1,380,386 千円(△52,833 千円、△3.7％)
・利子償還(定期) 72,631 千円(△14,446 千円、△16.6％)
・繰上償還(元金) 108,497 千円(△189,291 千円、△63.6％)
・事故繰越に伴う繰上償還 ＋1,161 千円（皆増）

【性質別の増減内容】
〇人件費 1,949,700 千円(＋5,081 千円、＋0.3%)
・任期の定めのない常勤職員・再任用職員 949,657 千円(＋688 千円、＋0.1％)
・会計年度任用職員(ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ) 320,578 千円(＋86 千円、＋0.03％)
・会計年度任用職員(ﾌﾙﾀｲﾑ) 55,571 千円(△6,957 千円、△11.1％)
・退職手当組合負担金 187,854 千円(＋4,733 千円、＋2.6％)

〇維持補修費 145,153 千円(＋18,327 千円、＋14.5%)
・町道等改良整備事業（橋梁） ＋22,771 千円（皆増）
・住宅管理事業 19,137 千円（＋5,939 千円、＋45.0％）
〇扶助費 2,044,413 千円（＋465,439 千円、＋29.5％）
・子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 ＋246,100 千円（皆増）
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 ＋152,858 千円（皆増）

〇補助費 1,280,953 千円(△1,751,719 千円、△57.8%)
・特別定額給付金 △1,718,400 千円(皆減)
・新型コロナウイルスワクチン接種事業 ＋14,190 千円(皆増)

〇積立金 1,014,007 千円(＋139,396 千円、＋15.9%)
・財政調整基金積立金 610,120 千円(＋146,453 千円、＋31.6％)
・企業版ふるさと納税地方創生基金積立金 1,210 千円(△3,300 千円、△73.2％）
・ふるさと未来夢基金積立金 359,011 千円(＋31,520 千円、＋9.6％)

〇投資的経費 1,039,826 千円(＋330,795 千円、＋46.7%)
・普通建設事業費 757,604 千円(＋220,281 千円、＋41.0%)

道の駅琴の浦観光拠点化事業 ＋219,065 千円（皆増)
特別史跡齋尾廃寺跡指定地買上事業 110,335 千円（＋106,711 千円、+2,945％）
ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業 ＋18,700 千円(皆増)

・災害復旧事業費 282,222 千円(＋110,514 千円、＋64.4%)
令和３年 7月発生豪雨災害にかかる復旧事業費の増
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（５）財政構造の弾力性（経常収支比率、財政力指数）
ア 経常収支比率 89.1% ［対前年度 2.5 ポイント改善］

【参考】財政力指数(単年度) H28：0.32、H29：0.30、H30：0.32、R1：0.32、R2：0.31、R3：0.29

［算定式］

経常収支比率：義務的性格の経常経費に、経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見る
ことにより当該団体の財政構造の弾力性を判断するための指標

経常経費充当：人件費、扶助費公債費などの毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充
一般財源当された一般財源

経常一般財源：地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源

○[分子] 経常経費充当一般財源 6,125,569 千円(＋91,525 千円、＋1.5%)
・障がい者自立支援給付費等国県返納金 ＋18,777 千円
・部落自治振興費補助 ＋13,054 千円
・障がい者自立支援給付費 ＋10,680 千円
・生活保護扶助費 ＋7,262 千円 等

○[分母] 経常一般財源等総額等 6,875,863 千円(＋289,171 千円、＋4.4%)
・普通交付税 4,358,428 千円（＋243,976 千円、＋5.9％）
・地方消費税交付金 396,751 千円（＋29,370 千円、＋8.0％） 等

　経常収支比率（％）
　うち人件費

令和３年度 89.1 23.9 0.30 
令和２年度 91.6 24.4 0.31 

増減 △ 2.5 △ 0.5 △ 0.01

年　度 財政力指数

（経常一般財源総額）＋（減収補填特例分）＋（臨時財政対策債）
(経常経費充当一般財源）

経常収支比率＝
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イ 財政力指数（3ヶ年間の平均） 0.30［対前年度：0.01 ポイント悪化］
【算定式】財政力指数 ※過去３ヶ年間の平均

※財政力指数が「１」に近い団体ほど財源に余裕がある団体。「１」を超える場合、普通交付税の不交付団体となる。

財政力指数については、令和 3年度(単年度)の財政力指数は前年度に比べ、0.031 ポイ
ント悪化し、3ヶ年間の平均である本指数は、前年度に比べ 0.1 ポイント悪化した。

〇[分子]基準財政収入額 1,750,277 千円(△54,043 千円、△3.0％) (※基準年度は n-1 年度)
・町民税（所得割 422,958 千円（△25,985 千円、△5.8％）所得の減少によるもの
・固定資産税 662,031 千円（△18,880 千円、△2.8％）滅失家屋の増加によるもの

等

〇[分母]基準財政需要額 6,108,705 千円(＋186,908 千円、＋3.2％) 【悪化要因】
・普通交付税にて算定される需要額の増加によるもの

地域デジタル推進費の創設 ＋48,268 千円（皆増）
臨時経済対策費の創設（単年度）＋84,420 千円（皆増）
臨時財政対策債償還基金の創設（単年度）＋72,965 千円（皆増） 等

（基準財政収入額）
（基準財政需要額）

財政力指数＝　

区　分 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平均

財政力指数 0.287 0.318 0.305 0.303
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第２ 健全化判断比率

１．調査の概要
地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、当該比率に応じて財政の早期健全

化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定するとともに、当該計画
の実施の促進を図り、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としたもの。
【根拠法令】地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法律第 94号）

２．対象となる会計
※純計決算額を調査するため、各会計間の重複するものを控除

①普通会計 ：一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計
②特別会計 ：国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計
③公営企業会計：農業集落排水事業特別会計、下水道事業特別会計、船上山発電所管理特別会計

水道事業会計
④一部事務組合等：鳥取中部ふるさと広域連合、鳥取県町村総合事務組合

鳥取県後期高齢者医療連合

○国等の関与による確実な再生
・財政早期健全化計画の策定（議会の
議決）、外部監査の要求の義務付け

・財政再生計画は、総務大臣に協議
し、同意を求めることができる
【同意無】
・災害復旧事業等を除き、地方
債の起債を制限

【同意有】
・収支不足額を振り替えるた
め、償還年限が計画期間内で
ある地方債（再生振替特例
債）の起債可

・財政運営が計画に適合しないと認め
られる場合等においては、予算の変
更等を勧告

○自主的な改善努力による
財政健全化

・財政早期健全化計画の策定（議会の
議決）、外部監査の要求の義務付け

・実施状況を毎年度、議会へ報告
・早期健全化が著しく困難と認められ
るときは、総務大臣または知事が必
要な勧告

○指標の整備と情報開示の徹底

→監査委員の審査に付し議会に報告し
公表

・実質公債費比率 18.0%未満の団体に
あっては、一部地方債については、
届出による起債が可能

※琴浦町にあっては、実質公債費比
率の目標を 18.0%未満としてい
る。

資金不足比率
（公営企業ごと）

20%
経営健全化基準

将来負担比率 350.0%

連結実質赤字比率 19.12% 30.00%

実質赤字比率 14.12% 20.00%

実質公債費比率 25.00% 35.00%

財政再生基準

（
健
全
財
政
）

財政の再生健全段階 財政の早期健全化

（
財
政
悪
化
）

早期健全化基準
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３．調査結果

（１）各指標の結果一覧

ア 実質赤字比率

イ 連結実質赤字比率

年 度 実質赤字比率
連結実質赤字比

率
実質公債費比率 将来負担比率

令和 3年度 － － 13.7% 71.3％
令和 2年度 － － 14.3% 95.1%

増減 － － △0.6% △23.8%

令和３年度においても、実質赤字はありませんでした。

令和３年度においても、各対象会計において実質赤字はありませんでした。

▼実質赤字比率とは、
(ア) 普通会計の実質赤字の標準財政規模※に対する指標
(イ) 普通会計の赤字の程度を表す指標で、財政運営の深刻度を示す。

【対象会計】普通会計（一般会計、住新会計）

【算定式】 一般会計等の実質赤字額 / 標準財政規模

※標準財政規模･･･地方公共団体の一般財源の標準的大きさを示すもの
（標準財政規模）＝（標準税収入額）＋（普通地方交付税額）＋（地方譲与税）

▼連結実質赤字比率とは、
(ア) 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
(イ) 全ての会計の赤字の程度を表す指標で、自治体全体の財政運営の深刻度を示します。

【対象会計】普通会計（一般会計、住新会計）特別会計（国保会計、介護会計、後期高齢会計）
公営企業会計（水道、電気、下水道、農業集落排水）

【算定式】 連結実質赤字額 / 標準財政規模

連結実質赤字額とは
次の①及び②に掲げる額の合計が、③及び④に掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額をいう。
⇒ 実質赤字額 ＝（①＋②）－（③+④）
①一般会計又は公営企業以外の特別会計のうち実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
②公営企業の特別会計のうち、資金不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
③一般会計又は公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
④公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額が生じた会計の資金の剰余額の合計額
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ウ 実質公債費比率

（単年度実質公債費比率については、1.6 ポイントの改善）

①[分子]地方債の元利償還金 1,453,017 千円（△67,279 千円、△4.4％） 【改善要因】
地方債元金償還が 52,833 千円減少

②[分子]準元利償還金 571,919 千円（△6,805 千円、△1.2％） 【改善要因】
公営企業の公債費の減少に伴い公営企業の地方債償還の財源に充てたと認められる一般

会計の繰出金が減少
・農業集落排水事業特別会計繰出金 △10,302 千円
・下水道事業特別会計繰出金（公共） △7,976 千円
・下水道事業特別会計繰出金（特環）△13,519 千円

③[分子]特定財源 50,065 千円（＋835 千円、＋1.7％）【改善要因】
・公営住宅使用料増加に伴い、地方債償還に充当可能な住宅使用料が増額 ＋1,765 千円
・令和 3年度から、新型コロナウイルス対策特別金融支援利子補給事業により公債費に
準ずる債務負担行為に係るものが増加。全額を県補助金及び国補助金を財源とする基
金を充当することによる特定財源が増額 ＋9,122 千円

④[分子・分母]元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 1,278,881 千円
（△31,590 千円、△2.4％）
・補正予算債に係る地方債償還額に対する交付税算入額 △23,673 千円
・義務教育施設整備事業債に係る地方債償還額に対する交付税算入額 △8,911 千円

⑤[分母]標準財政規模 6,801,363 千円（＋221,933 千円、＋3.4％） 【改善要因】
基準財政需要額の増加によるもの
（普通交付税＋243,976 千円、臨時財政対策債発行可能額＋48,386 千円）
・地域デジタル推進費の創設 ＋48,268 千円
・臨時経済対策費の創設（単年度）＋84,420 千円
・臨時財政対策債償還基金の創設（単年度）＋72,965 千円

実質公債費比率 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成３０年度

単年度 12.43 14.03 14.74 14.37 
令和２年度(３カ年平均)

令和３年度(３カ年平均)

14.3 
13.7

令和 3年度：13.7%（対前年：△0.6%改善：令和２年度：14.3%）

▼実質公債費比率とは、
(ア) 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
(イ) 借入金の返済額及びこれに準じる額の程度を表す指標で、資金繰りの危険度を示す。
(ウ) 3 カ年の平均値で表される。

【対象会計】
普通会計（一般会計、住新会計） 特別会計（国保会計、介護会計、後期高齢会計）
公営企業会計（水道、電気、下水道、農業集落排水） 一部事務組合・広域連合等

【算定式】｛（①地方債の元利償還金+②準元利償還金）－（③特定財源+④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算
入額）｝ ／ ｛（⑤標準財政規模）－（④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）｝

※準元利償還金・・・公営企業、一部事務組合等の償還財源とするための一般会計からの繰入金、負担金等
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エ 将来負担比率

①[分子]将来負担額 19,047,082 千円（△1,636,918 千円、△7.9％） 【改善要因】
・地方債現在高 △987,514 千円
地方債発行額(5 億 253 万円)を地方債元金償還額(14 億 9,004 万 4千円)以下とするとと
もに前年度決算による繰越金等を財源とした繰上償還(1 億 849 万 7千円)を行ったことに
よるもの。

・債務負担行為支出予定額 △18,295 千円
県営土地改良事業にかかる利子補給金の将来負担額の減によるもの。

・公営企業債等繰入見込額 △398,336 千円
公営企業会計の公債費減額に伴う一般会計負担見込額の減少によるもの。

・退職手当負担見込額 △194,523 千円
令和 3年度より退職手当組合負担金の負担割合が高くなり、組合積立額不足が改善さ
れたこと等により将来負担見込額が減少した。

令和 3年度：71.3%（対前年：△23.8％、令和 2年度：95.1%）

▼将来負担比率とは
(ア) 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
(イ) 将来の財政負担の大きさを示す

【対象会計】
普通会計（一般会計、住新会計）、 特別会計（国保会計、介護会計、後期高齢会計）
公営企業会計（水道、電気、下水道、農業集落排水）、一部事務組合・広域連合等（ふるさと広域連合、）

【算定式】

｛（①将来負担額）－（②充当可能財源等）｝／｛（③標準財政規模）－（④算入公債費等の額）｝
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②[分子]充当可能財源等 15,108,967 千円（△560,826 千円、△3.6％） 【悪化要因】
・充当可能基金 ＋233,956 千円
基金現在高の増額によるもの
財政調整基金 ＋151,294 千円 ふるさと未来夢基金 ＋69,918 千円

・基準財政需要額算入見込額 △755,061 千円
地方債残高の減少に伴い、公債費に係る基準財政需要額算入見込み額が減少

③[分母]標準財政規模 6,801,363 千円（＋221,933 千円、＋3.4％） 【改善要因】
基準財政需要額の増加によるもの
（普通交付税＋243,976 千円、臨時財政対策債発行可能額＋48,386 千円）
・地域デジタル推進費の創設 ＋48,268 千円
・臨時経済対策費の創設（単年度）＋84,420 千円
・臨時財政対策債償還基金の創設（単年度）＋72,965 千円

④[分母]算入公債費等の額 1,278,881 千円（△31,590 千円、△2.4％） 【改善要因】
補正予算債に係る地方債償還額に対する交付税算入額 △23,673 千円
義務教育施設整備事業債に係る地方債償還額に対する交付税算入額 △8,911 千円

オ 資金不足比率
令和 3年度においても、各対象会計において、資金不足はありませんでした。

▼資金不足比率とは
公営企業の資金の不足額の事業規模に対する比率

【対象会計】 公営企業会計（水道、電気、下水道、農業集落排水）
【算定式】 資金不足額 ／ 事業の規模
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▼資金不足額
●法適用企業

（流動負債+建設改良等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高－流動資産） － （解消可能資産不足額）
●法非適業企業

（歳出額+建設改良等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高－歳入額） － （解消可能資金不足額）
※解消可能資産不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、
資金の不足額から控除する一定の額

▼事業の規模
●法適用企業 ：営業収益の額 － 受託工事収益の額
●法非適用企業：営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益に相当する収入の額
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報告第１１号

資金不足比率について

令和３年度決算に基づく公営企業会計の資金不足比率について、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条

第１項の規定により、監査委員の意見を付して、議会に報告する。

令和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

（公営企業会計名） （資金不足比率）

水道事業会計 － ％

農業集落排水事業特別会計 － ％

下水道事業特別会計 － ％

船上山発電所管理特別会計 － ％
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